
12．高等学校等就学支援金等

（前 年 度 予 算 額 392,243百万円）

平成27年度要求・要望額 383,494百万円

１ 要求要旨

高等学校等就学支援金制度等を着実に実施するとともに、高校生等への修学支援の

充実を図る。

２ 内容

（１）高等学校等就学支援金制度関係 374,787百万円

高等学校等に在学する生徒に対して高等学校等就学支援金を支給することにより、

家庭の教育費負担を軽減する。

○高等学校等に在学する生徒に対して年額118,800円を支給（学校設置者が代理受領）。

○保護者等の年収が910万円(※)以上程度（ 304,200円以上）の世帯の生市町村民税所得割額

徒に対しては、就学支援金を支給しない。

○私立高等学校等に在学する生徒については、所得に応じて、支給金額を１.５～

２.５倍した額を上限として支給する。

年収250万円(※)未満程度（ 非課税） 297,000円（2.5倍）市町村民税所得割

年収250～350万円(※)未満程度（ 51,300円未満）237,600円（2.0倍）市町村民税所得割額

年収350～590万円(※)未満程度（ 154,500円未満）178,200円（1.5倍）市町村民税所得割額

【※年収は両親と子供２人の世帯の場合の目安】

○平成２６年３月以前から引き続き在学する生徒には、従前の制度を適用。

○対象となる学校の範囲は、国公私立の高等学校、中等教育学校（後期課程 、特別）

支援学校（高等部 、高等専門学校（１～３学年 、並びに専修学校及び各種学校） ）

のうち高等学校の課程に類する課程を置くもの（専修学校高等課程、各種学校で

ある外国人学校、専修学校一般課程及び各種学校のうち国家資格者養成課程（中

学校卒業者を入所資格とするもの）を置くもの 。）

【経費の内訳】

①高等学校等就学支援金交付金 290,985百万円

②公立高等学校授業料不徴収交付金 80,144百万円

③高等学校等就学支援金事務費交付金 3,658百万円
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（２）その他の高校生等への修学支援 8,707百万円

①特別支援教育就学奨励費の充実【再掲】

②海外の日本人高校生への支援

海外の日本人学校等に通う日本人高校生についても、広く高等学校段階の

学びを支援する観点から、就学支援金に相当する額を支給する。

③学び直し等への支援

高等学校等を中途退学した者が再び高等学校等で学び直す場合に、法律上

の高等学校等就学支援金支給期間３６月（定時制・通信制は４８月）の経過

後も、卒業までの間（最長２年 、継続して授業料の支援等を行う（補助率）

１０／１０ 。）

④家計急変世帯への支援

保護者の失職、倒産などの家計急変により収入が激減し、低所得となった

世帯に対し、都道府県等が授業料減免による緊急の支援を行う場合、就学支

援金の支給額に反映されるまでの間、就学支援金と同様の支援を行うために

必要な経費を補助する（補助率１／２ 。）

⑤高等学校奨学金事業の強化支援【新規】

各都道府県の高校生に対する奨学金事業を、安定的かつ永続的に実施する

ため、奨学金貸与に必要な原資を調達した際の利子補給や、返還金の回収率

改善に向けた取組を国が支援する。

等
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高等学校等に在籍する生徒等に対して、高等学校等就学支援金を支給することにより、家庭の
教育費負担の軽減を図る。

高等学校等就学支援金等 （前 年 度 予 算 額 3,922億円）

平成27年度要求・要望額 3,835億円

高等学校等就学支援金制度等を着実に実施するとともに、高校生等への修学支援の充実
を図る。

趣 旨

制度概要

◆その他の高校生等への修学支援

海外の日本人学校等に通う日本人高校生についても、広く高等学校段階の学びを支援する観点から、
就学支援金に相当する額を支給する。

高等学校等を中途退学した者が再び高等学校等で学び直す場合に、法律上の高等学校等就学支援
金支給期間36月（定時制・通信制は48月）の経過後も、卒業までの間（最長２年）、継続して授業料の支
援等を行う（補助率 １０／１０）。

(２)海外の日本人高校生への支援

(３)学び直し等への支援

(４)家計急変世帯への支援

(５)高等学校奨学金事業の強化支援【新規】
各都道府県の高校生に対する奨学金事業を、安定的かつ永続的に実施するため、奨学金貸与に必要
な原資を調達した際の利子補給や、返還金の回収率改善に向けた取組を国が支援する。 等

保護者の失職、倒産などの家計急変により収入が激減し、低所得となった世帯に対し、都道府県等が
授業料減免による緊急の支援を行う場合、就学支援金の支給額に反映されるまでの間、就学支援金と
同様の支援を行うために必要な経費を補助する（補助率 １／２）。

※１ 年額118,800円を上限とするが、私立高校に通う低所得世帯及び中所得世帯の生徒等については
所得に応じて59,400円～178,200円を加算して支給。

※２ 年収910万円以上程度（市町村民税所得割額 304,200円以上）の世帯の生徒等については、所得
制限を設定。

※３ 平成26年3月以前から引き続き高等学校等に在学する者については、従前の制度を適用。

(１)特別支援教育就学奨励費の充実【再掲】

◆高等学校等就学支援金制度関係

- 49 -



13．高校生等奨学給付金

（前 年 度 予 算 額 2,804百万円）

平成27年度要求・要望額 11,553百万円

１．要求要旨

高等学校等就学支援金制度に所得制限を導入することにより捻出された財源を活用

して、高校生等奨学給付金（奨学のための給付金）を拡充する。学年進行により、第

１学年、第２学年の生徒まで対象とするとともに、非課税世帯における第１子と第２

子以降の給付額の差を解消することで、低所得世帯への更なる教育費負担の軽減を図

る。

※給付額（年額）

第１子 37,400～ 38,000円 → 126,000～147,200円（改定）

第２子以降 126,000～147,200円

２．内 容

全ての意志ある生徒が安心して教育を受けられるよう、授業料以外の教育費負担を

軽減するため、各都道府県が実施する高校生等奨学給付金（奨学のための給付金）事

業に対して所要額を交付する（補助事業：国庫負担 1/3 。）

【支給要件】

○ 非課税世帯（特別支援学校高等部の生徒を除く）

○ 保護者、親権者等が当該都道府県に在住していること

○ 就学支援金支給対象である学校（高等学校、中等教育学校（後期課程 、高等専門）

学校（１～３学年 、専修学校（高等課程）等）に在学している者）

【支給額】

○生活保護受給世帯

・国公立の高校生等 32,000円（年額）

・私立の高校生等 52,500円（年額）

○非課税世帯

・国公立の高校生等 126,000円（年額）

・私立の高校生等 147,200円（年額）

・公立の通信制の高校生等 36,000円（年額）

・私立の通信制の高校生等 42,600円（年額）
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14．学校をプラットフォームとした総合的な子供の

貧困対策の推進

(前 年 度 予 算 額 1,381百万円）

平成27年度要求・要望額 4,447百万円

１．要求要旨

家庭の経済状況にかかわらず、学ぶ意欲と能力のある全ての子供が質の高い教

育を受け、能力・可能性を最大限伸ばしてそれぞれの夢に挑戦できるようにする

ことが、一人一人の豊かな人生の実現に加え、今後の我が国の成長・発展にもつ

ながるものである。

子供の貧困対策に関する大綱を踏まえ、学校を子供の貧困対策のプラットフォ

ームと位置付け、①学校教育による学力保障、②学校を窓口とした福祉関連機関

との連携、③経済的支援を通じて、学校から子供を福祉的支援につなげ、総合的

に対策を推進するとともに、教育の機会均等を保障するため、教育費負担の軽減

を図る。

２．内 容

（１）義務教育段階の就学支援の充実(つなご(5)うﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ)

3,875百万円（1,231百万円）

①経済的支援の充実－学力向上への意欲を「つなぐ」－

2,226百万円（ 837百万円）

・学習活動支援費補助の創設【新規 〔補助率１／２〕】

家庭における学習活動を支援するため、低所得世帯に対して、学習活動支援

費(辞書・事典の購入費等)補助を創設

・要保護児童生徒援助費補助〔補助率１／２〕

②学習支援の充実－子供と地域を「つなぐ」－ 266百万円（ 新 規 ）

・学校支援地域本部を活用した学習支援の充実(学校･家庭･地域の連携協力推進

〔生涯学習政策局に計上〕事業の一部)

特に、学習が遅れがちなどの中学生を対象として、大学生や教員ＯＢなどの

地域住民の協力による原則無料の学習支援（地域未来塾）を新たに実施

（2,000箇所 〔補助率１／３〕）
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③就学支援体制の充実－貧困世帯と教職員を「つなぐ」－

5百万円（ 新 規 ）

・就学支援に関する研修会の開催(151地域)〔補助率１／３〕

教職員の子供の貧困問題に関する理解を増進するため教職員を対象とした研

修会を開催

④教育相談体制の充実－貧困世帯と学校・教育委員会・福祉部局を「つなぐ」－

1,324百万円（394百万円）

・スクールソーシャルワーカーの配置拡充【再掲 〔補助率１／３〕】

福祉の専門家であるスクールソーシャルワーカーを必要な全ての学校で活用

できるよう、今後段階的に配置を拡充（1,466人→4,141人）

小中学校のための配置（4,000人 、高等学校のための配置（94人 、） ）

質向上のためのスーパーバイザー（47人）

貧困対策のための重点加配（700人 【新規】）

⑤生徒指導・進路指導の充実－貧困世帯と教員を「つなぐ」－

54百万円（ 新 規 ）

【 】・子供の貧困や虐待問題への対応の在り方に関する先進的調査研究の実施 再掲

スクールソーシャルワーカーを含め福祉の専門家が、学校と福祉にかかわる

関係機関をコーディネートすることによる貧困・虐待問題に対する組織的な対

応方法等について、地方公共団体、ＮＰＯ、民間教育事業者等に先進的調査研

究を委託(18箇所)

（２）高校生等の就職・就学支援等 571百万円（ 150百万円）

①中学校卒業予定者の進路指導の充実【再掲】 10百万円（ 新 規 ）

中学校卒業後の就職先が未定の者等に対し、学校と福祉部局や労働部局とが効

果的に連携し、学び直しや就労に向けた進路指導等を行うため、パンフレット等

を作成・配布。

②多様な学習を支援する高等学校の推進事業経費 150百万円（ 新 規 )

生徒の多様な学習ニーズに応じた教育活動を展開する定時制・通信制課程の高

等学校や総合学科を設置する高等学校における生徒への支援体制の充実を図り、

生徒の学習意欲を向上させ、確かな学力を身につけさせるなど、高等学校教育の

質の確保・向上に向けた一層の取組を推進する。
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③補習等のための指導員等派遣事業（高等学校分 【再掲】）

〔補助率１／３〕 412百万円( 150百万円)

学習や学校生活に課題を抱える生徒の学力向上、進路支援、就職支援等を目的

とし、学校教育活動の一環として、補習・補充学習、進路選択への支援等を行う

ために、退職教員や学校と地域を結ぶコーディネーター、就職支援員など、多様

な地域人材を高等学校等に配置する取組を推進する。

≪関連施策≫

・教職員定数の改善（家庭環境や地域間格差など教育格差の解消200人）

・高等学校等就学支援金等

・高校生等奨学給付金

・幼児教育に係る保護者負担の軽減（幼児教育の無償化に向けた段階的取組）

・特別支援教育就学奨励費負担等

（参考：復興特別会計）

※被災児童生徒就学支援等臨時特例交付金

〔補助率１０／１０〕 9,122百万円（3,296百万円）

東日本大震災で被災し、経済的に就学が困難な幼児児童生徒の就学機会を確保す

るため、幼稚園児への就園支援、小中学生に対する学用品費等の援助、高校生に対

する奨学金支給、特別支援学校等に在籍する児童生徒等への就学奨励、私立学校及

び専修学校・各種学校の授業料減免などを実施する。(基金が終期を迎えたことを

踏まえ、従来の基金方式を見直し全額国庫負担の単年度の交付金事業として実施)
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策
の
プ
ラ
ッ
ト
フ
ォ
ー
ム
と
位
置
づ
け
て
、

「
つ
な
ぐ
」
を
キ
ー
ワ
ー
ド
に
５
つ
の
「
充
実
す
る
」
対
策
を
推
進

■
就
学
支
援
体
制
の
充
実
【
H
2
7
要
求
:0
.1
億
円
(新
規
)】

－
貧
困
世
帯
と
教
職
員
を
「
つ
な
ぐ
」
－

子
供
の
貧
困
問
題
に
関
す
る
理
解
増
進
を
図
る
た
め
の
就
学

支
援
に
関
す
る
教
職
員
の
研
修
会
の
開
催
（
1
5
1
地
域
）
【
新
規
】

〔
補
助
率
1
/
3
〕

■
教
育
相
談
体
制
の
充
実
【
H
2
7
要
求
:1
3
.2
億
円
(+
9
.3
億
円
)】

－
貧
困
世
帯
と
学
校
・
教
育
委
員
会
・
福
祉
部
局
を
「
つ
な
ぐ
」
－

福
祉
の
専
門
家
で
あ
る
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
の
配
置
拡
充

（
1
4
6
6
人
→
4
1
4
1
人
貧
困
対
策
の
た
め
の
重
点
加
配
7
0
0
人
）
〔
補
助
率

1
/
3
〕

５
年
間
の
目
標
：
平
成
3
1
年
度
末
ま
で
に
1
万
人
の
配
置
を
目
指
す

【
基
本
的
な
環
境
整
備
】
教
職
員
と
外
部
人
材
で
あ
る
ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
ー
が
連
携
し
た
貧
困
対
策
の
実
施

■
経
済
的
支
援
の
充
実
【
H
2
7
要
求
:2
2
.3
億
円
(+
1
3
.9
億
円
)】

－
学
力
向
上
へ
の
意
欲
を
「
つ
な
ぐ
」
－

家
庭
に
お
け
る
学
習
活
動
を
支
援
す
る
た
め
、
低
所
得
世
帯
の

児
童
生
徒
（
約
3
8
万
人
）
に
対
し
て
、
学
習
活
動
支
援
費
（
辞
書
・

事
典
の
購
入
費
等
）
補
助
の
創
設
【
新
規
】
〔
補
助
率
1
/
2
〕
※
要
保

護
児
童
生
徒
援
助
費
補
助
に
つ
い
て
も
引
き
続
き
実
施

■
学
習
支
援
の
充
実
【
H
2
7
要
求
:2
.7
億
円
(新
規
)】

－
子
供
と
地
域
を
「
つ
な
ぐ
」
－

学
校
支
援
地
域
本
部
を
活
用
し
、
家
庭
で
の
学
習
習
慣
が
十
分
に
身

に
つ
い
て
い
な
い
中
学
生
を
対
象
に
、
大
学
生
や
教
員
Ｏ
Ｂ
等
の
地
域
住

民
の
協
力
に
よ
る
原
則
無
料
の
学
習
支
援
（
地
域
未
来
塾
）
を
新
た
に
実

施
（
2
,0
0
0
中
学
校
区
）
〔
補
助
率
1
/
3
〕

５
年
間
の
目
標
：
平
成
3
1
年
度
末
ま
で
に
５
，
０
０
０
中
学
校
区
を
目
指
す

【
子
供
の
学
力
保
障
】
家
庭
や
地
域
に
お
け
る
学
習
活
動
に
よ
り
貧
困
世
帯
の
子
供
の
学
力
が
向
上

■
生
徒
指
導
・
進
路
指
導
の
充
実
【
H
2
7
要
求
:0
.5
億
円
(新
規
)】

－
貧
困
世
帯
と
教
職
員
を
「
つ
な
ぐ
」
－

ス
ク
ー
ル
ソ
ー
シ
ャ
ル
ワ
ー
カ
－
が
学
校
と
福
祉
に
か
か
わ
る
関
係
機
関
を
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
ト
す
る
こ
と
に
よ
る
貧
困
・
虐
待
に
対
す
る
組
織
的
な
対
応

方
法
等
に
つ
い
て
先
進
的
調
査
研
究
を
委
託
【
新
規
・
1
8
箇
所
】

【
生
徒
指
導
・
進
路
指
導
】
教
員
の
組
織
的
対
応
に
よ
る
貧
困
対
策
の
実
施

H2
7概
算
要
求
額

38
.8
億
円

(+
26

.4
億
円

)

※
研
修
会
の
開
催
の
ほ
か
、
国
と
し
て
「
就
学
援
助
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト
（
仮
称
）
」
を
整
備
。

※
あ
わ
せ
て
、
家
庭
環
境
等
に
よ
る
教
育
格
差
の
発
生
を
防
ぐ
た
め
、
き
め
細
か
な
指
導
等
を
強
化
す
る
た
め
の
教
員
定
数
を
新
た
に
措
置
【

H2
7要
求
：

20
0人
】
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幼
児
期

義
務
教
育
段
階

高
校
等
段
階

高
等
教
育
段
階

貧
困
の
世
代
間
連
鎖
を
断

ち
切
り
、
我
が
国
の
将
来
を

支
え
る
人
材
に
！

幼
児
教
育
の

段
階
的
無
償
化

就
学
援
助
等
の
充
実

世
帯
の
経
済
的
状
況
に
か
か
わ

ら
ず
、
す
べ
て
の
子
供
が
安
心
し

て
幼
児
教
育
を
受
け
ら
れ
る
よ
う
、

幼
稚
園
・
保
育
所
・
認
定
こ
ど
も

園
の
保
育
料
を
段
階
的
に
無
償

化 【
H
2
7
要

求
:対

象
範

囲
等

の
具

体
的

内
容

に
つ

い
て

は
、

予
算

編
成

過
程

に
お

い
て

検
討

】

高
等
学
校
等
就
学
支
援
金
制
度
の
ほ
か
、

低
所
得
世
帯
を
対
象
と
し
た
「
高
校
生
等

奨
学
給
付
金
（
奨
学
の
た
め
の
給
付
金
）

制
度
」
に
よ
り
支
援

【
H
2
7
要

求
:1

1
6
億

円
(
+
８

７
億

円
)
】

無
利
子
奨
学
金
の
一
層
の
充
実

よ
り
柔
軟
な
所
得
連
動
返
還
型
奨
学
金
制
度
の
導
入

授
業
料
減
免
の
充
実
等

低
所
得
世
帯
に
対
す
る
学
習
活

動
支
援
費
補
助
、

「
就
学
援
助
ポ
ー
タ
ル
サ
イ
ト

（
仮
称
）
」
の
整
備
な
ど
を
通
じ
て
、

各
市
町
村
に
お
け
る
就
学
援
助

等
を
充
実

【
H
2
7
要

求
:2

2
億

円
(
 +

1
4
億

円
)
】

「
高
校
生
等
奨
学
給
付
金
（
奨
学
の

た
め
の
給
付
金
）
制
度
」

の
充
実

誰
も
が
い
つ
で
も
、
希
望
す
る
質
の
高
い
教
育
を
受
け
ら
れ
る
社
会
を
実
現

幼
児
期
か
ら
高
等
教
育
段
階
ま
で
切
れ
目
の
な
い
教
育
費
負
担
の
軽
減
を
目
指
す

意
欲
と
能
力
の
あ
る
学
生
が
経
済
的
理
由
に
よ
り
修
学
を
断
念
す
る

こ
と
な
く
安
心
し
て
学
べ
る
よ
う
、
よ
り
柔
軟
な
所
得
連
動
返
還
型
奨

学
金
制
度
の
導
入
に
向
け
た
対
応
を
加
速
す
る
と
と
も
に
、
無
利
子

奨
学
金
や
授
業
料
減
免
の
充
実
を
図
る
。

【
H
2
7
要

求
：
（
無

利
子

奨
学

金
）
3
2
4
4
億

円
(
+
1
7
7
億

円
)
】

【
H
2
7
要

求
：
（
授

業
料

減
免

）
4
3
0
億

円
(
+
7
億

円
)
】
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多
様
な
学
習
を
支
援
す
る
高
等
学
校
の
推
進
事
業
経
費

（
平
成
２
７
年
度
概
算
要
求
額
：
1
.5
億
円
）
（
新
規
）

定
時
制
・
通
信
制
課
程
の
高
等
学
校
に
お
い
て
、
き
め
細
や
か
な
ケ
ア
を
必
要
と
す
る
生
徒
一
人
一
人
に
対
す
る
、
専
門
的
か
つ
集
中
的
な
支

援
を
行
う
専
門
人
材
を
常
駐
さ
せ
、
教
職
員
間
の
連
携
を
図
る
な
ど
学
校
全
体
に
お
け
る
総
体
的
な
取
組
を
推
進
し
、
そ
の
教
育
的
効
果
に
つ
い

て
調
査
研
究
を
実
施
。
ま
た
当
該
学
校
が
地
域
の
拠
点
校
と
し
て
地
域
全
体
に
お
け
る
定
時
制
・
通
信
制
の
一
層
の
振
興
を
推
進
。

○
指
定
学
校
数
：
８
校

（
１
）
定
時
制
・
通
信
制
課
程
に
お
け
る
支
援
・
相
談
体
制
構
築
事
業
（
6
5百
万
円
） 地
域
拠
点
校

連
携

連
携

専
門
的
・
集
中
的
な
支
援

学
校
全
体
で

総
体
的
に
支
援

総
合
学
科
の
高
校
に
お
い
て
個
々

の
生
徒
の
興
味
・
関
心
や
進
路
希
望

に
応
じ
た
指
導
を
行
う
た
め
の
教
員
の

資
質
向
上
や
学
校
外
教
育
機
関
等
と

の
連
携
を
推
進
し
、
支
援
体
制
を
充
実
。

○
指
定
地
域
数
：
２
０
地
域

（
２
）
総
合
学
科
に
お
け
る
生
徒
の
多
様
な
進
路
希
望
の
実
現
に
向
け
た
支
援
体
制
充
実
事
業
（
2
2
百
万
円
）

講
師
派
遣

外
部
機
関
と
の
連
携

全
日
制
・
定
時
制
課
程
の
高
校
に
お
け
る

IC
Tを
活
用
し
た
学
習
効
果
を
高
め
る

遠
隔
教
育
に
つ
い
て
調
査
研
究
を
実
施
し
、
遠
隔
教
育
の
普
及
促
進
を
図
る
。

○
指
定
学
校
数
：
１
０
校

（
３
）
高
等
学
校
に
お
け
る
遠
隔
教
育
の
普
及
推
進
に
関
す
る
調
査
研
究
（
6
3
百
万
円
）

IC
Tを
活
用
し
た
遠
隔
教
育

不
登
校
や
中
退
経
験
者
、
特
別
な
支
援
を

要
す
る
生
徒

◆
目
的
教
育
再
生
実
行
会
議
第
四
次
提
言
（
平
成

25
年

10
月
）
、
中
央
教
育
審
議
会
高
等
学
校
教
育
部
会
審
議
ま
と
め
（
平
成

26
年

6月
）
、
子
ど

も
の
貧
困
対
策
の
推
進
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
大
綱
（
平
成

25
年

8月
末
閣
議
決
定
予
定
）
を
踏
ま
え
、
生
徒
の
多
様
な
学
習
ニ
ー
ズ
に
応
じ
確
か

な
学
力
や
学
習
意
欲
の
向
上
等
を
生
徒
に
身
に
付
け
さ
せ
る
な
ど
、
高
校
教
育
の
質
の
確
保
・
向
上
に
向
け
た
一
層
の
取
組
を
推
進
。
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学
習
や
学
校
生
活
に
課
題
を
抱
え
る
生
徒
の
学
力
向
上
、
進
路
支
援
等
を
目
的
と
し
、
学
校
教
育
活
動
の
一
環
と
し
て
、
補
習
・
補
充
学
習
、

進
路
選
択
へ
の
支
援
等
を
行
う
た
め
に
、
退
職
教
員
や
学
校
と
地
域
を
結
ぶ
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
な
ど
、
多
様
な
地
域
人
材
を
高
等
学
校
等
に

配
置
す
る
事
業
経
費
の
一
部
を
補
助

○
配
置
人
数
：
１
，
０
０
０
人
（
４
．
１
億
円
）

○
事
業
主
体
：
都
道
府
県
及
び
政
令
指
定
都
市

○
補
助
割
合
：
１
／
３
（
地
方
負
担
分
に
つ
い
て
は
、
地
方
交
付
税
に
よ
り
、
財
政
措
置
を
講
じ
る
こ
と
と
し
て
い
る
）

～
高
等
学
校
等
の
支
援
体
制
整
備
～

補
習
等
の
た
め
の
指
導
員
等
派
遣
事
業
（
高
等
学
校
等
）

（
平
成
２
７
年
度
概
算
要
求
額
：
4
.1
億
円
）

地
域
の
退
職
教
職
員
、
社
会
人
、
教
員
志
望
の
大
学
生
な
ど

地
域
の
退
職
教
職
員
、
社
会
人
、
教
員
志
望
の
大
学
生
な
ど

〔
活
用
の
例
〕

学
習
サ
ポ
ー
タ
ー

・
個
別
学
習
や
課
題
別
学
習
へ
の
対
応

・
補
習
・
補
充
学
習
へ
の
対
応

家
庭

学
校
生
活
改
善
相
談
員

関
係
機
関

進
路
ア
ド
バ
イ
ザ
ー

・
進
路
選
択
へ
の
支
援

・
キ
ャ
リ
ア
教
育
支
援

教
師
業
務
ア
シ
ス
タ
ン
ト

・
教
材
開
発
・
作
成
な
ど
教
師
の
授
業
準
備
支
援

・
若
手
教
員
等
へ
の
授
業
支
援

・
不
登
校
生
徒
・
中
途
退
学
へ
の
対
応

・
教
育
相
談

支
援

支

援

援

支

支
援

調
整

絡
連

学
習
の
定
着
や
学
習
意
欲
が
十
分
で
な
い
生
徒
、
不
登
校
生
徒
・
中
途
退
学
者
の
多
い
学
校

高
等
学
校
等

学
習
指
導
等

進
路
指
導
等
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＜
事
業
概
要
＞

○
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
経
済
的
理
由
か
ら
、
就
学
等
が
困
難
と
な
っ
た
世
帯
の
幼
児
児
童
生
徒
に
、
就
学
支
援
等
を
実
施

○
復
興
庁
行
政
事
業
レ
ビ
ュ
ー
「
公
開
プ
ロ
セ
ス
」
の
と
り
ま
と
め
結
果
を
踏
ま
え
、
複
数
年
度
分
の
所
要
額
を
措
置
し
た
従
来
の
基
金
方
式
を
見
直
し
、
単
年
度
の

交
付
金
事
業
と
し
て
「
被
災
児
童
生
徒
就
学
支
援
等
臨
時
特
例
交
付
金
」
に
必
要
な
平
成
２
７
年
度
の
所
要
額
を
概
算
要
求

○
既
存
の
就
学
支
援
事
業
等
に
お
い
て
、
震
災
に
伴
う
対
象
者
増
や
単
価
増
に
伴
う
都
道
府
県
等
の
負
担
を
交
付
金
と
し
て
全
額
国
庫
で
支
援

＜
参
考
＞

○
平
成
２
６
年
度
ま
で
は
「
被
災
児
童
生
徒
就
学
支
援
等
臨
時
特
例
交
付
金
」
と
し
て
、
平
成
２
３
年
度
か
ら
２
６
年
度
ま
で
の
４
年
間
で
総
額
約
４
４
４
億
円
を
措
置
し
、

既
に
都
道
府
県
に
設
置
さ
れ
て
い
る
高
校
生
修
学
支
援
基
金
（
平
成
２
６
年
度
末
終
期
）
に
お
い
て
区
分
経
理
し
た
上
で
資
金
を
管
理

＜
具
体
的
施
策
＞

【
幼
稚
園
】

（
対
象
者
）

震
災
に
よ
り
幼
稚
園
へ
の
就
園
支
援
が
必
要
と
な
っ
た
世
帯
の
幼
児

（
震
災
に
よ
り
所
得
階
層
区
分
が
変
更
と
な
っ
た
世
帯
の
幼
児
も
含
む
）

（
補
助
率
）

1
0
/
1
0

（
対
象
経
費
）
保
育
料
、
入
園
料

（
対
象
事
業
）
市
町
村
等
に
お
い
て
行
う
幼
稚
園
就
園
奨
励
事
業

【
小
・
中
学
校
】

（
対
象
者
）

震
災
に
よ
り
就
学
困
難
と
な
っ
た
児
童
生
徒

（
補
助
率
）

1
0
/
1
0

（
対
象
費
目
）
学
用
品
費
、
通
学
費
、
学
校
給
食
費
、
医
療
費
等

（
対
象
事
業
）
市
町
村
に
お
い
て
行
う
就
学
援
助
事
業

※
通
学
費
に
は
、
ス
ク
ー
ル
バ
ス
の
運
行
に
よ
る
通
学
手
段
の
確
保
に
係
る
経
費
を
含
む

被
災
児
童
生
徒
就
学
支
援
等
臨
時
特
例
交
付
金

平
成
２
７
年
度
概
算
要
求
額
：
９
１
億
円
（
前
年
度
予
算
額
：
３
３
億
円
）

【
東
日
本
大
震
災
復
興
特
別
会
計
】

【
高
等
学
校
】

（
対
象
者
）

震
災
に
よ
り
修
学
困
難
と
な
っ
た
生
徒

（
補
助
率
）

1
0
/
1
0

（
対
象
事
業
）
都
道
府
県
に
お
い
て
行
う
奨
学
金
事
業

※
都
道
府
県
に
お
い
て
、
貸
与
要
件
の
緩
和
や
返
還
時
の
柔
軟
な
対
応
を
行
う
こ
と

で
、
手
厚
い
修
学
支
援
が
可
能

【
私
立
学
校
】

（
対
象
者
）

震
災
に
よ
り
就
学
等
困
難
と
な
っ
た
幼
児
児
童
生
徒

（
補
助
率
）

1
0
/
1
0

（
対
象
事
業
）
都
道
府
県
等
に
お
い
て
行
う
授
業
料
等
減
免
事
業

【
特
別
支
援
（
幼
・
小
・
中
・
高
）
】

（
対
象
者
）

震
災
に
よ
り
就
学
困
難
と
な
っ
た
幼
児
児
童
生
徒

（
震
災
に
よ
り
支
弁
区
分
が
変
更
と
な
っ
た
者
も
含
む
）

（
補
助
率
）

1
0
/
1
0

（
対
象
事
業
）
都
道
府
県
等
に
お
い
て
行
う
就
学
奨
励
事
業

【
専
修
学
校
・
各
種
学
校
】

（
対
象
者
）
震
災
に
よ
り
、
職
業
技
術
の
教
育
等
を
目
的
と
す
る
学
校
へ
の
就
学
が
困
難
と
な
っ
た

生
徒

・
専
修
学
校
高
等
課
程
・
専
門
課
程
：
修
業
年
限
１
年
以
上

・
専
修
学
校
一
般
課
程
、
各
種
学
校
：
原
則
修
業
年
限
２
年
以
上

（
補
助
率
）

高
等
課
程
(1
0
/
1
0
)、
そ
の
他
の
課
程
(2
/
3
)

（
対
象
事
業
）
都
道
府
県
等
に
お
い
て
行
う
授
業
料
等
減
免
事
業
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